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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナビゲーションシステムであって、
　各交通機関の乗り入れ可能な地点のつながり状態を表す路線情報を記憶する路線情報記
憶部と、
　前記路線情報を参照して、出発地から目的地までの経路を探索する探索部と、
　前記地点ごとに、前記各交通機関の時間ごとの混雑率を表す混雑率情報を記憶する混雑
率情報記憶部と、
　探索された前記経路に含まれる地点における前記混雑率情報を参照して、探索された前
記経路において前記交通機関の座席に着席できる着席可能性を判断する判断部と、
　探索された前記経路において着席可能である場合には、前記交通機関の座席に着席でき
る長さを算出する算出部と、を備える、
　ナビゲーションシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のナビゲーションシステムであって、
　前記算出部は、前記長さとして、探索された前記経路の所要時間に対して着席可能な時
間の割合を算出する、ナビゲーションシステム。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のナビゲーションシステムであって、
　前記判断部は、探索された前記経路に含まれ前記交通機関の目的地を除く地点における
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前記混雑率情報が所定の閾値以下である場合に、前記経路において前記交通機関の座席に
着席可能であると判断する、ナビゲーションシステム。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれか一項に記載のナビゲーションシステムであって、
　前記探索部は、前記出発地から前記目的地までの複数の経路を探索し、
　前記判断部は、探索された前記複数の経路における前記着席可能性をそれぞれ判断する
、ナビゲーションシステム。
【請求項５】
　請求項４に記載のナビゲーションシステムであって、
　前記複数の経路における前記着席可能性に基づいて、ユーザに推奨する前記経路を決定
する決定部を備える、ナビゲーションシステム。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれか一項に記載のナビゲーションシステムであって、
　前記判断部は、探索された前記経路において前記交通機関の乗換がある場合には、乗換
えられる前記交通機関ごとに前記着席可能性を判断して、乗換えられる前記交通機関ごと
の前記着席可能性に基づいて、探索された前記経路における前記着席可能性を判断する、
ナビゲーションシステム。
【請求項７】
　各交通機関の乗り入れ可能な地点のつながり状態を表す路線情報を記憶する路線情報記
憶部を参照して、出発地から目的地までの経路を探索する探索部と、
　前記地点ごとに、前記各交通機関の時間ごとの混雑率を表す混雑率情報を記憶する混雑
率情報記憶部を参照して、探索された前記経路において前記交通機関の座席に着席できる
着席可能性を判断する判断部と、
　探索された前記経路において着席可能である場合には、前記交通機関の座席に着席でき
る長さを算出する算出部と、を備える、
　ナビゲーション装置。
【請求項８】
　ナビゲーション方法であって、
　コンピュータが、各交通機関の乗り入れ可能な地点のつながり状態を表す路線情報を記
憶する路線情報記憶部を参照して、出発地から目的地までの経路を探索する探索工程と、
　コンピュータが、前記地点ごとに、前記各交通機関の時間ごとの混雑率を表す混雑率情
報を記憶する混雑率情報記憶部を参照して、探索された前記経路において前記交通機関の
座席に着席できる着席可能性を判断する判断工程と、
　探索された前記経路において着席可能である場合には、前記交通機関の座席に着席でき
る長さを算出する算出工程と、を備える、
　ナビゲーション方法。
【請求項９】
　コンピュータプログラムであって、
　各交通機関の乗り入れ可能な地点のつながり状態を表す路線情報を記憶する路線情報記
憶部を参照して、出発地から目的地までの経路を探索する機能と、
　前記地点ごとに、前記各交通機関の時間ごとの混雑率を表す混雑率情報を記憶する混雑
率情報記憶部を参照して、探索された前記経路において前記交通機関の座席に着席できる
着席可能性を判断する機能と、
　探索された前記経路において着席可能である場合には、前記交通機関の座席に着席でき
る長さを算出する機能と、をコンピュータに実現させる、
　コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナビゲーションシステム、ナビゲーション装置、ナビゲーション方法、コン
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ピュータプログラム及びユーザインターフェースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、列車やバスなどの公共交通機関の乗換案内を行うナビゲーションシステムが普及
している。このようなシステムに関し、例えば、特許文献１には、各駅の階段や改札口の
場所と、列車の乗降口の位置関係とに応じて、着席できる確立が高い乗車位置を案内する
技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２１０５０７号公報
【特許文献２】特開２０１３－１９７７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に記載された技術では、例えば、着席できる確立が高い乗車位置と
異なる乗車位置で列車に乗車した場合などは、列車の座席に着席できるとは限らない。そ
のため、列車等の交通機関の座席に着席できる可能性をより高めることのできる経路案内
技術が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態として実現することが可能である。
　本発明の第１の形態は、
　ナビゲーションシステムであって、
　各交通機関の乗り入れ可能な地点のつながり状態を表す路線情報を記憶する路線情報記
憶部と、
　前記路線情報を参照して、出発地から目的地までの経路を探索する探索部と、
　前記地点ごとに、前記各交通機関の時間ごとの混雑率を表す混雑率情報を記憶する混雑
率情報記憶部と、
　探索された前記経路に含まれる地点における前記混雑率情報を参照して、探索された前
記経路において前記交通機関の座席に着席できる着席可能性を判断する判断部と、
　探索された前記経路において着席可能である場合には、前記交通機関の座席に着席でき
る長さを算出する算出部と、を備える、
　ナビゲーションシステムである。
　本発明の第２の形態は、
　各交通機関の乗り入れ可能な地点のつながり状態を表す路線情報を記憶する路線情報記
憶部を参照して、出発地から目的地までの経路を探索する探索部と、
　前記地点ごとに、前記各交通機関の時間ごとの混雑率を表す混雑率情報を記憶する混雑
率情報記憶部を参照して、探索された前記経路において前記交通機関の座席に着席できる
着席可能性を判断する判断部と、
　探索された前記経路において着席可能である場合には、前記交通機関の座席に着席でき
る長さを算出する算出部と、を備える、
　ナビゲーション装置である。
　本発明の第３の形態は、
　コンピュータプログラムであって、
　各交通機関の乗り入れ可能な地点のつながり状態を表す路線情報を記憶する路線情報記
憶部を参照して、出発地から目的地までの経路を探索する機能と、
　前記地点ごとに、前記各交通機関の時間ごとの混雑率を表す混雑率情報を記憶する混雑
率情報記憶部を参照して、探索された前記経路において前記交通機関の座席に着席できる
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着席可能性を判断する機能と、
　探索された前記経路において着席可能である場合には、前記交通機関の座席に着席でき
る長さを算出する機能と、をコンピュータに実現させる、
　コンピュータプログラムである。
　本発明の第４の形態は、
　経路において交通機関の座席に着席できる着席可能性を判断するナビゲーションシステ
ムに含まれるユーザインターフェースであって、
　出発地から目的地までの複数の経路と、
　前記複数の経路のそれぞれにおいて交通機関の座席に着席できる着席可能性と、
　探索された前記経路において着席可能である場合には、前記交通機関の座席に着席でき
る長さと、が表示される、
　ユーザインターフェースである。
　また、本発明は以下の形態として実現することも可能である。
【０００６】
（１）本発明の一形態によれば、ナビゲーションシステムが提供される。このナビゲーシ
ョンシステムは、各交通機関の乗り入れ可能な地点のつながり状態を表す路線情報を記憶
する路線情報記憶部と；前記路線情報を参照して、出発地から目的地までの経路を探索す
る探索部と；前記地点ごとに、前記各交通機関の時間ごとの混雑率を表す混雑率情報を記
憶する混雑率情報記憶部と；探索された前記経路に含まれる地点における前記混雑率情報
を参照して、探索された前記経路において前記交通機関の座席に着席できる着席可能性を
判断する判断部と、を備える。このような形態のナビゲーションシステムによれば、探索
された経路において着席可能か否かを判別することができるので、乗車位置にかかわらず
交通機関の座席に着席できる可能性を高めることができ、ユーザの利便性を高めることが
できる。
【０００７】
（２）上記形態のナビゲーションシステムにおいて、探索された前記経路において着席可
能な長さを算出する算出部を備えてもよい。このような形態であれば、経路においてどの
程度長く着席できるかをユーザに提示することができる。
【０００８】
（３）上記形態のナビゲーションシステムにおいて、前記算出部は、探索された前記経路
の所要時間に対して着席可能な時間の割合を算出してもよい。このような形態であれば、
所要時間に対する着席時間の割合を提示することができる。
【０００９】
（４）上記形態のナビゲーションシステムにおいて、前記判断部は、探索された前記経路
に含まれ前記交通機関の目的地を除く地点における前記混雑率情報が所定の閾値以下であ
る場合に、前記経路において前記交通機関の座席に着席可能であると判断してもよい。こ
のような形態であれば、閾値以下である地点がある場合に、経路において着席可能である
ことを提示することができる。
【００１０】
（５）上記形態のナビゲーションシステムにおいて、前記探索部は、前記出発地から前記
目的地までの複数の経路を探索し；探索された前記複数の経路における前記着席可能性を
それぞれ判断してもよい。このような形態であれば、ユーザは、着席可能か否かに基づい
て経路を選択することができる。
【００１１】
（６）上記形態のナビゲーションシステムにおいて、前記複数の経路における前記着席可
能性に基づいて、ユーザに推奨する前記経路を決定する決定部を備えてもよい。このよう
な形態であれば、複数の経路の中から着席可能な経路が推奨されるので、経路を選択する
手間を省くことができ、ユーザの利便性を高めることができる。
【００１２】
（７）上記形態のナビゲーションシステムにおいて、前記判断部は、探索された前記経路
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において前記交通機関の乗換えがある場合には、乗換えられる前記交通機関ごとに前記着
席可能性を判断して、乗換えられる前記交通機関ごとの前記着席可能性に基づいて、探索
された前記経路における前記着席可能性を判断してもよい。このような形態であれば、交
通機関の乗換えがある場合であっても経路において着席可能か否かを提示することができ
る。
【００１３】
（８）本発明の他の形態によれば、ユーザインターフェースが提供される。このユーザイ
ンターフェースは、経路において交通機関の座席に着席できる着席可能性を判断するナビ
ゲーションシステムに含まれ；出発地から目的地までの複数の経路と；前記複数の経路の
それぞれにおいて交通機関の座席に着席できる着席可能性と、が表示される。このような
形態のユーザインターフェースを参照すれば、ユーザは経路において着席可能であるかを
容易に判断することができる。
【００１４】
　本発明は、ナビゲーションシステム以外の種々の形態で実現することも可能である。例
えば、ナビゲーション装置や、ナビゲーション方法、その方法を実現するためのコンピュ
ータプログラム、そのコンピュータプログラムを記録した一時的でない記録媒体等の形態
で実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態としてのナビゲーションシステムの構成を示す説明図。
【図２】混雑率情報のデータ構造を示す図。
【図３】経路探索サーバにおいて実行される着席可能長さ算出のフローチャート。
【図４】経路における着席可能性の判断処理及び着席可能長さの算出処理のフローチャー
ト。
【図５】経路における着席可能性の判断処理及び着席可能長さの算出処理のフローチャー
ト。
【図６】着席可能長さ算出処理を具体的な数値を用いて説明するための図。
【図７】ユーザインターフェースの一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
Ａ．システム構成：
　図１は、本発明の一実施形態としてのナビゲーションシステム１０の構成を示す説明図
である。ナビゲーションシステム１０は、端末装置としてスマートフォン１００と、経路
探索サーバ２００と、混雑率情報サーバ３００と、を備える。混雑率情報サーバ３００は
、経路探索サーバ２００に対して、交通機関の混雑率に関する情報を提供する。
【００１７】
　スマートフォン１００は、通信キャリア７０を介して、インターネット８０に接続され
た経路探索サーバ２００にアクセスすることができる。通信キャリア７０には、送受信ア
ンテナと無線基地局と交換局とが含まれる。スマートフォン１００は、制御部１１０と、
無線通信部１２０と、タッチパネル１２４と、表示部１４０と、マイク１２８と、スピー
カ１３０と、ＧＰＳ受信機１３６と、を備えている。
【００１８】
　制御部１１０は、ＣＰＵやメモリを備えたコンピュータとして構成されており、スマー
トフォン１００の動作全体を制御する。無線通信部１２０は、制御部１１０からの指示に
基づき、通信キャリア７０を介してデータ通信や音声通信を行う。表示部１４０は、制御
部１１０からの指示に基づき、種々の画像やユーザインターフェースを表示する。タッチ
パネル１２４は、表示部１４０に重畳して設けられており、指やペンによるユーザからの
タッチ操作を受け付け、制御部１１０に伝達する。ＧＰＳ受信機１３６は、ＧＰＳ（Glob
al Positioning System／全地球測位システム）を構成する人工衛星から受信した電波に
基づいて、スマートフォン１００（ユーザ）の現在位置（経度・緯度）を測位し、制御部
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１１０に伝達する。マイク１２８は、音声通信時等において音声を入力する。スピーカ１
３０は、音声通信時等において音声を出力する。
【００１９】
　経路探索サーバ２００は、通信部２１０と、制御部２２０と、記憶部２３０と、を備え
ている。通信部２１０は、インターネット８０を介してスマートフォン１００や混雑率情
報サーバ３００と通信を行う。
【００２０】
　制御部２２０は、ＣＰＵやメモリを備えている。ＣＰＵがメモリに記憶されたコンピュ
ータプログラムを実行することにより、制御部２２０は、探索部２２２、判断部２２３、
算出部２２４、決定部２２５として機能する。コンピュータプログラムは、種々の記録媒
体に記録されていてもよい。探索部２２２は、スマートフォン１００から指定された出発
地から目的地までの経路を、記憶部２３０に記憶された種々の情報を参照して探索する。
判断部２２３は、混雑率情報を参照して、探索された経路において座席に着席できるか否
かを示す着席可能性を判断する。算出部２２４は、経路において交通機関の座席に着席で
きる長さである着席可能長さを算出する。着席可能長さとは、着席可能な距離や、時間や
、経路の距離や所要時間に対するこれらの割合である。本実施形態では、算出部２２４は
、着席可能長さとして、経路の所要時間に対する着席可能な時間の割合を算出する。決定
部２２５は、探索部２２２により経路が複数探索された場合には、探索された経路の中か
ら着席可能性や着席可能長さに基づいてユーザに推奨する経路を決定する。
【００２１】
　記憶部２３０には、道路情報と路線情報と混雑率情報とが記憶されている。道路情報に
は、道路上の経路を探索するために用いる道路ネットワークデータが含まれる。道路情報
には、各駅の位置を示す情報も含まれる。道路ネットワークデータは、交差点の位置や駅
等のランドマークの位置を表すノードと、ノード間をつなぐ道路を表すリンクとを含む。
各リンクには、そのリンクが表す道路の平均移動時間（旅行時間）が、移動手段（徒歩、
車、バス等）ごとにコストとして対応付けられている。
【００２２】
　路線情報には、交通機関の乗り入れ可能な地点のつながり状態を表す情報である。路線
情報には、交通機関の経路を探索するために用いるネットワークデータが含まれる。交通
機関とは、列車、バスなどの公共の交通機関である。交通機関の乗り入れ可能な地点とは
、例えば、異なる方向から到来する列車が乗り入れる駅や、異なる列車種別（特急列車、
急行列車、快速列車、普通列車）が乗り入れる駅や、異なる路線が乗り入れる駅やバス停
や、異なる交通機関が乗り入れる駅やバス停である。以下では、交通機関を列車として、
地点を駅として説明する。このネットワークデータは、地点の位置を表すノードと、ノー
ド間をつなぐ区間を表すリンクとを含む。各リンクには、そのリンクが表す区間の平均移
動時間（旅行時間）がコストとして対応付けられている。
【００２３】
　混雑率情報には、各駅から発車する列車のそれぞれについての混雑率が記録されている
。
　図２は、混雑率情報のデータ構造を示す図である。図２に示すように、混雑率情報には
、それぞれの駅について、その駅に乗り入れる路線及び方面ごとに、列車の発車時刻が記
録されている。そして、各発車時刻には、その時刻に発車する列車の混雑率が対応付けら
れている。本実施形態において、混雑率１００％とは、概ね全ての座席に乗客が着席して
いる状態を示している。混雑率７０％とは、交通機関の座席の全数に対して空席の数が３
０％である状態を示している。混雑率５０％とは、例えば、交通機関の座席の全数に対し
て、空席の数が半分である状態を示しており、乗車位置にかかわらず、交通機関の座席に
着席可能な程度の空席がある状態を示している。なお、乗車位置とは、交通機関へ乗り込
む際の位置である。本実施形態では、判断部２２３は、その経路における目的地（到着駅
）を除く地点の混雑率が５０％以下の地点が１つでもあれば、乗車位置にかかわらず、ユ
ーザはその経路において座席に着席可能であると判断する。なお、判断部２２３は、乗換
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えがある場合には、区間における到着駅（区間における目的地）を除く地点の混雑率が５
０％以下の地点が１つでもあれば、乗車位置にかかわらず、その経路において座席に着席
可能であると判断する。本実施形態では、混雑率情報サーバ３００には、あらかじめ統計
がとられて生成された混雑率情報が記憶されており、混雑率情報サーバ３００において混
雑率情報が更新された場合には、混雑率情報サーバ３００は経路探索サーバ２００へその
旨を通知する。通知を受けた経路探索サーバ２００は、混雑率情報サーバ３００へ取得を
要求して混雑率情報を受信し、混雑率情報を記憶部２３０に記憶させる。
【００２４】
Ｂ．着席可能長さ算出処理：
　図３は、経路探索サーバ２００において実行される着席可能長さ算出処理のフローチャ
ートである。この処理は、経路において着席できる着席可能長さを算出する処理である。
まず、経路探索サーバ２００の探索部２２２は、スマートフォン１００から出発地及び目
的地を表す情報を取得する（ステップＳ１００）。具体的には、まず、スマートフォン１
００が、インターネット８０を介して経路探索サーバ２００にアクセスすることにより、
経路探索サーバ２００によって提供されるユーザインターフェースを表示部１４０に表示
する。そして、スマートフォン１００は、そのユーザインターフェースを通じてユーザか
ら出発地及び目的地の指定を受け付け、経路探索サーバ２００にそれらの情報を送信する
。本実施形態では、出発地及び目的地は駅である。
【００２５】
　経路探索サーバ２００の探索部２２２は、出発地及び目的地を表す情報を取得すると、
路線情報を参照して経路探索を実行する（ステップＳ１５０）。本実施形態では、探索部
２２２は、出発地から目的地へ至る複数の経路を探索する。探索部２２２は、例えばダイ
クラスト法などの周知の経路探索技術に基づき経路を探索する。
【００２６】
　経路が探索されると、判断部２２３は、探索された経路の中から１つの経路を選択する
（ステップＳ２００）。選択された経路において、交通機関（路線）を乗換える必要がな
い場合、すなわち乗換駅がない場合には（ステップＳ３００：ＮＯ）、判断部２２３は、
選択された経路における着席可能性を判断し、算出部２２４は着席可能長さを算出する（
ステップＳ４００）。
【００２７】
　図４は、経路における着席可能性の判断処理及び着席可能長さの算出処理のフローチャ
ートである。図４には、上述のステップＳ３００において、選択した経路に乗換駅がない
場合における処理のフローチャートが示されている。判断部２２３は、経路の出発駅（出
発地）と到着駅（目的地）とを取得し（図４、ステップＳ４１０）、出発駅において着席
可能か否かを判断する（ステップＳ４２０）。判断部２２３は、混雑率情報を参照して、
出発駅において混雑率が５０％以下であれば、出発駅において着席可能であると判断する
（ステップＳ４２０：ＹＥＳ）。判断部２２３は、着席可能であると判断した駅が１つで
も含まれる経路を、着席可能な経路と判断する。
【００２８】
　出発駅において着席可能な場合には、算出部２２４は、路線情報を参照して、出発駅か
ら到着駅までの乗車時間を、着席可能時間として算出する（ステップＳ４３０）。着席可
能時間を算出すると、算出部２２４は、経路における乗車時間に対する着席可能時間の割
合を、着席可能長さとして算出する（ステップＳ４９０）。出発駅において着席可能であ
る場合には、乗車時間と着席可能時間とは等しくなり、着席可能時間の割合は１００％と
なる。
【００２９】
　出発駅において着席可能でない場合には（ステップＳ４２０：ＮＯ）、判断部２２３は
、経路における着席可能性を判断するための駅を、列車のその経路における次の停車駅へ
移行させる（ステップＳ４４０）。移行させた駅が到着駅ではない場合には（ステップＳ
４５０：ＮＯ）、判断部２２３は、混雑率情報を参照して、移行させた駅において着席可
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能か否かを判断する（ステップＳ４６０）。移行させた駅において着席可能である場合に
は（ステップＳ４６０：ＹＥＳ）、算出部２２４は、移行させた駅から到着駅までの乗車
時間を着席可能時間として算出し（ステップＳ４７０）、着席可能時間の割合を算出する
（ステップＳ４９０）。判断部２２３は、移行させた駅が到着駅でない場合には、ステッ
プＳ４４０からＳ４６０までの処理を繰り返す。
【００３０】
　一方、移行させた駅が到着駅である場合には（ステップＳ４５０：ＹＥＳ）、算出部２
２４は着席可能時間を「０」として算出し（ステップＳ４８０）、着席可能時間の割合を
０％として算出する（ステップＳ４９０）。以上のようにして、選択した経路に乗換駅が
ない場合の着席可能長さが算出される。
【００３１】
　図５は、経路における着席可能性の判断処理及び着席可能長さの算出処理のフローチャ
ートである。図５には、上述のステップＳ３００（図３）において、選択した経路に乗換
駅がある場合における処理のフローチャートが示されている。乗換区間ごとの着席可能性
の判断と着席可能時間の算出処理（図５、Ｓ５２０～Ｓ５８０）は、乗換区間がない場合
の経路における着席可能長さの算出処理（図４、ステップＳ４２０～Ｓ４８０）と同様で
ある。すなわち、判断部２２３は、その乗換区間における列車の出発駅と到着駅とを取得
し（図５、ステップＳ５１０）、出発駅において着席可能か否かを判断する（ステップＳ
５２０）。判断部２２３は、混雑率情報を参照して、出発駅において混雑率が５０％以下
であれば、出発駅において着席可能であると判断し（ステップＳ５２０：ＹＥＳ）、出発
駅において着席可能な場合には、算出部２２４は、乗換区間における出発駅から到着駅ま
での乗車時間を、乗換区間における着席可能時間として算出する（ステップＳ５３０）。
出発駅において着席可能でない場合には（ステップＳ５２０：ＮＯ）、判断部２２３は、
着席可能性を判断する駅を、次の停車駅へ移行させ（ステップＳ５４０）、移行させた駅
が乗換区間における到着駅ではない場合には（ステップＳ５５０：ＮＯ）、判断部２２３
は、混雑率情報を参照して、移行させた駅において着席可能か否かを判断する（ステップ
Ｓ５６０）。移行させた駅において着席可能である場合には（ステップＳ５６０：ＹＥＳ
）、算出部２２４は、移行させた駅から到着駅までの乗車時間を乗換区間における着席可
能時間として算出する（ステップＳ５７０）。判断部２２３は、移行させた駅が乗換区間
における到着駅でない場合には、ステップＳ５４０からＳ５６０までの処理を繰り返す。
移行させた駅が到着駅である場合には（ステップＳ５５０：ＹＥＳ）、算出部２２４は着
席可能時間を「０」として算出する（ステップＳ５８０）。
【００３２】
　乗換区間における着席可能時間が算出されると、判断部２２３は、次の乗換区間がある
場合には（ステップＳ５８５：ＹＥＳ）、ステップＳ５１０に戻り、次の乗換区間におけ
る出発駅及び到着駅を取得して（ステップＳ５１０）、着席可能時間を算出する（ステッ
プＳ５２０～ステップＳ５８０）。
【００３３】
　一方、次の乗換区間がない場合には（ステップＳ５８５：ＮＯ）、算出部２２４は、経
路における着席可能時間の割合を算出する（ステップＳ５９０）。算出部２２４は、乗換
区間ごとの乗車時間の合計に対する、乗換区間ごとの着席可能時間の合計を、経路におけ
る着席可能時間の割合として算出する。以上のようにして、選択した経路に乗換駅がある
場合の着席可能長さが算出される。
【００３４】
　図３に戻り、着席可能長さが算出されると、判断部２２３は、他の経路がある場合には
（図３、ステップＳ６００：ＹＥＳ）、ステップＳ２００～ステップＳ５００の処理を繰
り返して、他の経路においても着席可能長さを算出する。他の経路がない場合には（ステ
ップＳ６００：ＮＯ）、決定部２２５は、各経路における着席可能長さに基づいて、ユー
ザに推奨する経路を決定する（ステップＳ７００）。経路が決定されると、ユーザインタ
ーフェースにユーザに推奨される経路情報が表示される。以上のようにして、着席可能長
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さ算出処理が実施される。
【００３５】
　図６は、着席可能長さ算出処理を具体的な数値を用いて説明するための図である。図６
には、出発地がＸ駅であり、目的地がＹ駅である場合に、３つの経路が探索された場合の
例を示している。経路１、経路２は乗換駅がない経路であり、経路３は乗換駅であるＦ駅
がある経路である。判断部２２３によって３つの経路が探索され（図３、ステップＳ１５
０）、経路１が選択された場合（図３、ステップＳ２００）、経路１には乗換駅がないた
め（図３、ステップＳ３００：ＮＯ）、判断部２２３は、図４に示すフローを実行する。
出発駅であるＸ駅は、経路１の方面において、混雑率が１００％であるため（図４、ステ
ップＳ４２０：ＮＯ）、判断部２２３は着席可能性の判断を次の停車駅Ｄ駅へ移行させる
（図４、ステップＳ４５０）。Ｄ駅の混雑率は４０％であるため、判断部２２３は、Ｄ駅
において着席可能であり、経路１は着席可能な経路と判断する（図４、ステップＳ４６０
：ＹＥＳ）。算出部２２４はＤ駅から到着駅Ｙ駅までの乗車時間（３５分）を着席可能時
間として算出する（図４、ステップＳ４７０）。算出部２２４は、経路１における乗車時
間（４５分）に対する着席可能時間（３５分）の割合を７８％と算出する。経路２におい
ても同様に、算出部２２４は図４に示すフローを実行する。経路２においては、混雑率が
５０％以下の駅がないため、算出部２２４は経路２における乗車時間（４５分）に対する
着席可能時間（０分）の割合を０％と算出する。
【００３６】
　次に、経路３が選択された場合について説明する。経路３には乗換駅があるため（図３
、ステップＳ３００：ＹＥＳ）、判断部２２３は、図５に示すフローを実行する。経路３
において、Ｘ駅の混雑率は１００％であり、出発駅で着席可能でなく（図５、ステップＳ
５２０：ＮＯ）、Ｆ駅は乗換区間における到着駅であるため（図５、ステップＳ５５０：
ＹＥＳ）、算出部２２４は、Ｘ駅からＦ駅までの区間において着席可能時間を０として算
出する（図５、ステップＳ５８０）。次の乗換区間であるＦ駅からＹ駅では、乗換区間に
おける出発駅であるＦ駅の混雑率が４０％であるため、判断部２２３はＦ駅を着席可能な
駅として判断し（図５、ステップＳ５２０：ＹＥＳ）、経路３を着席可能な経路と判断す
る。算出部２２４はＦ駅からＹ駅までの乗車時間３５分を、乗換区間における着席可能時
間として算出する（図５、ステップＳ５３０）。算出部２２４は、経路３における乗車時
間（５０分）に対する着席可能時間（３５分）の割合を７０％と算出する（図５、ステッ
プＳ５９０）。図６に示す例では、決定部２２５は、経路１～経路３のうち、着席可能時
間の割合が最も大きい経路である経路１を、ユーザに推奨する経路として決定する（図３
、ステップＳ７００）。表示部１４０は決定された経路をユーザインターフェースに表示
する。
【００３７】
　図７は、ユーザインターフェース１５０の一例を示す図である。図７には、図６を用い
て説明した着席可能長さ算出処理において決定された経路が、ユーザインターフェース１
５０に表示された例を示している。図７には、出発地（Ｘ駅）と目的地（Ｙ駅）と、検索
（探索）を指定した時間と、経路情報１５１と、着席可能マーク１５３と、着席可能長さ
（割合）１５２と、が示されている。着席可能マーク１５３は、その経路において着席可
能であることを示すマークである。図７に示すユーザインターフェース１５０には、着席
可能マーク１５３と合わせて、着席可能な駅名（例えば、Ｆ駅）が表示されている。割合
１５２は、経路の所要時間に対する着席可能時間の割合であり、図７に示す１５０には、
割合と合わせて、着席可能な時間（分）が表示されている。ユーザインターフェース１５
０には、決定部２２５により推奨される経路順に経路情報１５１が表示されており、経路
１、経路３、経路２の順に表示されている。
【００３８】
　以上で説明した本実施形態のナビゲーションシステム１０によれば、探索された経路に
おいて着席可能か否かを提示することができるので、乗車位置にかかわらず交通機関の座
席に着席できる可能性を高めることができ、ユーザの利便性を高めることができる。
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【００３９】
　また、本実施形態では、ユーザが着席可能な長さが算出されるので、経路においてどの
程度長く着席できるかをユーザに提示することができる。着席可能な長さとして、乗車時
間に対する着席可能時間の割合が算出されるので、ユーザは経路の所要時間に対して着席
できる時間を、把握しやすくなる。
【００４０】
　さらに、本実施形態では、複数の経路の中から着席可能長さが長い経路がユーザに推奨
する経路として決定されるので、ユーザが経路を選択する手間を省くことができ、ユーザ
の利便性を高めることができる。
【００４１】
　また、本実施形態では、経路において乗換えがある場合であっても、乗換えがある経路
において着席可能か否かが提示されるので、乗換えがある場合であっても着席可能か否か
を提示することができる。
【００４２】
　さらに、ユーザインターフェース１５０には、経路と、着席可能であることを示すマー
クとが表示されるので、ユーザは経路において着席可能であるか否かを容易に判断するこ
とができる。
【００４３】
Ｃ．変形例：
Ｃ１．変形例１：
　上記実施形態では、判断部２２３は、混雑率５０％以下であれば、ユーザは乗車位置に
かかわらず座席に着席可能であり、その経路は着席可能な経路であると判断している。こ
れに対して、判断部２２３は、混雑率が５０％より少ない値、例えば４０％や３０％であ
るときに着席可能であると判断してもよい。少ない値に基づいて着席可能であると判断さ
れれば、着席できる可能性のより高い経路を提示することができる。着席可能性を判断す
るための混雑率の値（閾値）は、所定のユーザインターフェースを通じて、例えば、７０
％、６０％、５０％、４０％などの値を、ユーザが経路探索サーバ２００に任意に設定で
きるようにしてもよい。例えば、乗車位置で先頭や前方で待機できる場合など、空いてい
る座席に素早く座ることの可能な場合には、混雑率の閾値が７０％であっても着席できる
可能性が高いと考えられる。このような高い値に基づいて着席可能であると判断されれば
、着席できる可能性の高い経路をより多く提示することができる。
【００４４】
Ｃ２．変形例２：
　上記実施形態では、混雑率情報には、それぞれの駅（地点）について、その駅に乗り入
れる路線及び方面ごとに、列車（交通機関）の発車時刻が記録されている。そして、各発
車時刻には、その時刻に発車する列車の混雑率が対応付けられている。これに対して、混
雑率情報は、交通機関の発車時間帯に、その時間帯に発車する交通機関の混雑率が対応付
けられていてもよい。
【００４５】
Ｃ３．変形例３：
　上記実施形態では、着席可能長さは、経路の乗車時間に対する着席可能時間の割合であ
る。これに対し、着席可能な地点から目的地までの時間を、着席可能長さとしてもよい。
このようにすれば、割合を算出する場合と比較して、経路探索サーバ２００の負荷を軽減
することができる。
【００４６】
Ｃ４．変形例４：
　上記実施形態では、算出部２２４は、経路の所要時間として乗車時間を算出して、乗車
時間に対する着席可能時間の割合を算出している。これに対し、算出部２２４は、乗換が
ある場合には、経路の乗車時間にかえて、乗換に要する時間を含めた時間を、経路の所要
時間として算出してもよい。このようにすれば、乗換に時間がかかる場合には、着席可能
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時間の割合が減少するため、出発地から目的地までの乗換にかかる時間を含めた所要時間
に対して、交通機関の座席に着席できる割合を提示できる。
【００４７】
Ｃ５．変形例５：
　複数の経路が探索され、着席可能な経路が複数ある場合には、決定部２２５は、交通機
関に連続して着席可能な経路を推奨してもよい。決定部２２５は、例えば乗換えがある経
路と乗換えがない経路の着席可能長さが同じ場合には、乗換えがない経路を推奨してもよ
い。このようにすれば、ユーザに着席し続けることのできる経路を提示することができる
。
【００４８】
Ｃ６．変形例６：
　上記実施形態では、ユーザインターフェース１５０には、経路情報１５１と、着席可能
性を示すマーク１５３とが表示されている。これに対し着席可能性を示すマーク１５３は
、着席可能長さがある閾値を超えた場合に表示されてもよい。例えば、表示部１４０は、
着席可能時間の割合が８０％、７０％を超えた経路に対して着席可能性を示すマーク１５
３を表示してもよいし、着席可能時間が例えば１０分、２０分を超えた経路に対してマー
ク１５３を表示してもよい。着席可能性を示すマーク１５３が表示される閾値は、所定の
ユーザインターフェースを通じて、ユーザが経路探索サーバ２００に任意に設定できるよ
うにしてもよい。また、経路における着席可能性は、図７に示すマーク１５３以外の他の
方法でユーザに通知されてもよく、例えばスピーカ１３０により音声で通知されてもよい
。
【００４９】
Ｃ７．変形例７：
　上記実施形態では、図３に示した着席可能長さ算出処理を経路探索サーバ２００が実行
している。これに対して、この処理は、スマートフォン１００が実行してもよい。この場
合、スマートフォン１００は、道路情報や路線情報、混雑率情報を、自己の記憶装置に記
憶していることが好ましい。また、道路情報や路線情報、混雑率情報は、混雑率情報サー
バ３００や経路探索サーバ２００以外の他のサーバ２００に記憶されていてもよい。また
、混雑率情報が混雑率情報サーバ３００以外の他のサーバや他の端末の記憶部に記憶され
る場合には、混雑率情報サーバ３００は省略されてもよい。この変形例により、例えば、
スマートフォン１００が探索部２２２と、判断部２２３と、を備えるナビゲーション装置
として機能するようにすることも可能である。なお、経路探索サーバ２００が探索部２２
２と、判断部２２３と、を備えるナビゲーション装置として機能するようにすることも可
能である。
【００５０】
Ｃ８．変形例８：
　上記実施形態では、図３に示した着席可能長さ算出処理において、出発地及び目的地と
して駅が指定された場合の例を示している。これに対して、経路探索サーバ２００は、出
発地及び目的地は、駅に限られず、ユーザの現在地や、施設などであってもよい。この場
合、ナビゲーションシステム１０において、探索部２２２は、記憶部２３０に記憶された
道路情報を参照し、例えば、出発地に最も近い駅（最寄り駅）を出発駅として特定し、目
的地に最も近い駅を到着駅として特定することが好ましい。
【００５１】
Ｃ９．変形例９：
　上述の実施形態では、混雑率情報サーバ３００には、あらかじめ統計がとられて生成さ
れた混雑率情報が記憶されている。これに対し、混雑率情報サーバ３００には、以下（ａ
）～（ｄ）に示す方法や、それ以外の種々の方法で取得、又は生成された混雑率情報が記
憶されてもよい。
【００５２】
（ａ）混雑率情報サーバ３００がそれぞれの駅（地点）について、その駅に乗り入れる路
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線及び方面ごとに、列車（交通機関）の発車時刻ごとの混雑率を、交通機関などの運営会
社などの他のサーバから取得する。
【００５３】
（ｂ）混雑率情報サーバ３００が、それぞれの駅（地点）について、その駅に乗り入れる
路線及び方面ごとに、列車（交通機関）の発車時刻ごとの座席数を、例えば、交通機関の
運営会社のサーバから取得する。混雑率情報サーバ３００は、時刻と、列車の位置情報と
、その列車における位置情報を発信する端末の数とに基づいて、列車に乗車している人数
を推定する。混雑率情報サーバ３００は、座席数に対する推定された人数の割合を、混雑
率として算出して、混雑率情報を生成する。
【００５４】
（ｃ）混雑率情報サーバ３００が、ＳＮＳ（Social Networking Service）に投稿された
情報の中から、列車の混雑具合に関するキーワードや、写真を含む情報を収集する。混雑
率情報サーバ３００は、投稿に含まれるキーワード（例えば、「～駅」「座れた」「満員
」「ラッシュ」「～時～分発」「～行き」）や、情報を投稿した端末の位置情報や、情報
が投稿された時刻情報を基に、駅と列車と時刻と混雑率とを推定して、混雑率情報を生成
する。
【００５５】
（ｄ）混雑率情報サーバ３００が、駅に設置された改札機から所定の信号を受信すること
により、直前の発車時刻からその発車時刻までに改札機を通過した人数をカウントし（ス
テップＳ１）。改札機から受信した信号に、定期券あるいは特急券の情報が含まれている
場合には、乗客が乗車する路線及び方面をその情報から判別して、判別された路線及び方
面に対して人数を加算する。これに対して、乗客が乗車券のみを使用した場合など、改札
機から受信した信号に定期券や特急券の情報が含まれていない場合には、混雑率情報サー
バ３００は、その駅に乗り入れるすべての路線及び方面に対して人数を加算する。続いて
、混雑率情報サーバ３００は、ステップＳ１でカウントした人数を、対象の列車の座席数
で除することにより、混雑率を算出する（ステップＳ２）。つまり、混雑率情報サーバ３
００は、以下の式（１）に基づき、混雑率を算出する。
【００５６】
混雑率＝（ステップＳ１でカウントした人数）／（対象列車の座席数）　…（１）
【００５７】
　混雑率情報サーバ３００は、以上で説明した混雑率算出ルーチンを、各駅及び各発車時
刻の列車に対して実行して、混雑率情報を生成してもよい。なお、上述したように、乗客
の利用する路線や方面が判別できない場合には、すべての路線及び方面に対して人数が加
算される。そのため、この場合の「混雑率」は、正確にその列車の混雑率を表すものでは
ない。しかし、このような混雑率であっても、着席できる可能性があるか否かについて、
ある程度の傾向を把握することは可能である。なお、混雑率情報サーバ３００が行う上記
（ａ）～（ｄ）の処理は、経路探索サーバ２００や他のサーバが行ってもよい。
【００５８】
Ｃ１０．変形例１０：
　上記実施形態では、列車の経路を探索するナビゲーションシステムに本発明を適用して
いる。これに対して、例えば、バスや船など、他の交通機関の経路を探索するナビゲーシ
ョンシステムに本発明を適用してもよいし、列車とバス、バスと船、列車とバスと船など
輸送手段が異なる交通機関を含めた経路を探索するナビゲーションシステムに本発明を適
用してもよい。
【００５９】
Ｃ１１．変形例１１：
上記実施形態では、判断部２２３がその経路において着席可能であると判断した場合には
、算出部２２４は、着席可能な駅から到着駅までの乗車時間を、着席可能長さとして算出
している。これに対し、判断部２２３により判断された経路における着席可能性をユーザ
に提示することとし、算出部２２４の処理を省略してもよい。この場合、経路探索サーバ
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２００は算出部２２４を備えていなくともよい。また、決定部２２５は、複数の経路が探
索された場合には、着席可能性に基づいて推奨する経路を決定している。これに対し、経
路探索サーバ２００は、複数の経路の着席可能性や着席可能長さを、例えば目的地への到
着時間の短い順に提示することとし、決定部２２５の処理を省略してもよい。この場合、
経路探索サーバ２００は決定部２２５を備えていなくともよい。また、探索部２２２は、
一つの経路を探索することとしてもよい。
【００６０】
Ｃ１２．変形例１２：
　上記実施形態では、端末装置としてスマートフォン１００を適用している。しかし、端
末装置はスマートフォンに限らず、例えば、一般的な携帯電話（フィーチャーフォン）や
、パーソナルコンピュータ、タブレット端末、携帯情報端末（ＰＤＡ）、携帯音楽プレー
ヤ、携帯型ゲーム機、カーナビゲーションシステム、ポータブルナビゲーションシステム
（ＰＮＤ）、ウェアラブル端末など、様々な装置によって構成することが可能である。
【００６１】
Ｃ１３．変形例１３：
　上記実施形態では、探索部２２２は、出発地及び目的地を基に、出発地から目的地へ至
る複数の経路を探索している。これに対し、探索部２２２は、出発地と、目的地と、時刻
と、を基に出発地から目的地へ至る複数の経路を探索してもよい。この場合、経路探索を
開始する時刻は、ユーザが指定した時刻や、現在時刻を用いる。また、探索部２２２は、
探索条件の時刻を基準として出発地から目的地へ最も早く到着する乗車時間に対して、所
定時間内に目的地へ到着可能な複数の経路を探索するようにしてもよい。例えば、図７に
示す例では、探索条件の時刻である１１時５５分を基準として出発地から目的地へ最も早
く到着する乗車時間は、経路２の４０分である。乗車時間４０分の例えば２倍の時間を所
定時間とした場合には、探索条件の時刻である１１時５５分を基準として１３時１５分ま
での範囲内（所定時間内）で目的地に到着する経路を探索してもよい。そして、探索され
た各経路について交通機関の座席に着席できる着席可能性を判断してもよい。このように
すれば、例えば目的地へ到着するための時刻に余裕がある場合には、より複数の経路が探
索されるので、着席可能な交通機関が提示される可能性が高まるため、ユーザの利便性を
向上させることができる。なお、この所定時間は、ユーザが経路探索サーバ２００に任意
に設定できるようにしてもよい。
【００６２】
Ｃ１４．変形例１４：
　上記実施形態では、図３のステップＳ１５０において経路探索を行った複数の経路のそ
れぞれについて、交通機関の座席に着席できる着席可能性を判断し、ステップＳ７００に
おいて、各経路における着席可能性に基づいて、ユーザに推奨する経路を決定している。
これに対し、ステップＳ７００において各経路における着席可能性に基づいて着席可能な
経路をユーザに推奨することができない場合（例えば、着席可能な経路がない場合）には
、ステップＳ１５０に移行し、経路を探索する条件を最初の条件よりも緩和させて、探索
条件の時刻を基準として出発地から目的地へ最も早く到着する時間に対して前後所定時間
内に目的地へ到着可能な複数の経路を探索するようにしてもよい。なお、この前後所定時
間は、ユーザが経路探索サーバ２００に任意に設定できるようにしてもよい。
【００６３】
　本発明は、上述の実施形態や変形例に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範
囲において種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載した各形
態中の技術的特徴に対応する実施形態、変形例中の技術的特徴は、上述の課題の一部又は
全部を解決するために、あるいは、上述の効果の一部又は全部を達成するために、適宜、
差し替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術的特徴が本明細書中に
必須なものとして説明されていなければ、適宜、削除することが可能である。
【符号の説明】
【００６４】
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　　１０…ナビゲーションシステム
　　７０…通信キャリア
　　８０…インターネット
　　１００…スマートフォン
　　１１０…制御部
　　１２０…無線通信部
　　１２４…タッチパネル
　　１２８…マイク
　　１３０…スピーカ
　　１３６…ＧＰＳ受信機
　　１４０…表示部
　　１５０…ユーザインターフェース
　　１５１…経路情報
　　１５２…割合
　　１５３…着席可能マーク
　　２００…経路探索サーバ
　　２１０…通信部
　　２２０…制御部
　　２２２…探索部
　　２２３…判断部
　　２２４…算出部
　　２２５…決定部
　　２３０…記憶部
　　３００…混雑率情報サーバ

【図１】 【図２】
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